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知 号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 で重拶) ・変 更)

富士高分子株式会社 代表取締役社長 田 代 加 平

0 7 74 -

条例第 18条第 1項 (第18条第2項 、第 18条第3項 )の 規定 によ り掃 出 します

特定亭業者の
主たる業種

グ ップ化粧板製造販売業

該当する事業

者要件
? 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算し

て1,500キElリントル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号ヌほ第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トランク又はパ
ス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者
(二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

「

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年   3  月

基 本 方 針 省資源、省エネルギー、廃乗物の滅量化などに積極的に取 り組み、環境汚染の予防に最書をつくす。
設備改修や歩留ま りを改善 し、温室効果ガスの排出量159%削減をめざす。

推 進 体 机 社長を統括環境管理責任者とし、IS014001環 境マネジメン トシステムで運用管理する。

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

年 度 対象、工程 ! 計 画  内 容

ブレス機 省エネルギー方式の化粧板ブレス機を新殿する。

18～ 19 フォークリフ ト 電動フォークリフ トに随時更新する。

18～ 19 蒸気配管等 保澄材の整備を徹底する。

1 8～ 1 9 蒸気 ドレン回収 蒸気ボイラの供給永温アンプのため、蒸気 ドレン回収設備を増校する。

温室効果ガス

の排出量等 排出区分
基準牛皮 (実績 ,

(17)年 度
(二酸化炭素換算 〈t))

日棟年度 (計回,
(19)年 度

て二酸化炭来強第 (t))

自J"表基挙

(計画 )
(%)

A事 業所等排出区分 3,486 t 2,930 t -159 %

B輸 送車両排出区分 t %

Cそ の他排 出区分 t t %

排出合計 ■1                 3,486 t Ⅲ2             2,930 t -159 e/c

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減畳
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

く二酸化尿乗張算 くt,

森林の保全及び整備 (整備面積) 〈吸収i) t

府内産の本材 の利用 (利用な) m。 〈削減■) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電畳) kwh くヽUttal t

(熱供給岳) C」 て自り滅畳) t

グリーン電力の購入 〈購入と) kwll (削減■) t

削減量等合計 t

差引排 出量

(排出合計一削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

3 486 t て,2)―lta)          2,930 t -159%

特 記 事 項 1 当 社は判成 13年 IS014001認証を取行 し、省資源、省エネルギー、廃乗物の減量化、環境汚染の予防に取 り組んできて
いる。

連 絡 先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

と 1該 当する□には、レ印を記入してください。竹定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基準年度」とは計画期間の前年度を、 「目標年度jと は計画期間の最終年度をいいます。

3「 事業所等排出区分Jと は、京都府内の書業所年の事業活動のためのエネルギーの後月に伴い発生する温室効果ガスを 「輸送車両排出区分」とは、
自動車運送事業者については使用の水拠の位置を京都府内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道車業者については保有する女物=両 又は旅客草
両の排出する温宣効果ガスを、 「そのlL排出区分Jと は、上記以外の京都府内における草業所年の草来活動に伴い発生する還室効果ガスをいいます。

4「 44紀事項」には、コ抗2年度 (1990年 度)を 基準とした排出室の対比やエネルギー原単位C02b■出=、 省エネ製品開発などfL者の温室効果ガス
排出削減への京献、グレーン綴達の採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの削減などを記入してくださVち


